
森林・林業政策の推進を求める意見書 

 

 森林は、食料や水、木材・エネルギー等の供給や二酸化炭素の吸収など、国

民の安全・安心、国土・環境を守る重要な国民共通の財産です。 

 しかし、森林・林業・木材関連産業の現状は、長期にわたる経済低迷の影響

により、経営基盤が依然として脆弱であり、山村の疲弊も著しい状況にありま

す。 

 こうした中、本年３月「山村振興法」が改正され、「地域の特性を活かした産

業の育成による就業機会の創出」や「定住の促進」等が新たに基本理念に盛り

込まれました。 

 この新たな基本理念を踏まえ、山村地域の再生、地域経済の活性化をはかる

ためには、森林・林業政策の推進は急務であり、立地条件に対応した森林整備、

間伐材等の利活用、適切な治山対策、鳥獣被害対策の実施等が重要となってい

ます。 

 こうしたことから、国においては、森林・林業政策の推進に向けて以下の事

項の実現を求めるものであります。 

 

記 

１ 現行「森林・林業基本法」に基づく施策の着実な推進と、平成 28年度を始

期とする「森林・林業基本計画」に主伐・再造林の推進をはじめとする資源

の循環利用に向けた具体的施策を反映させる等、地域林業における問題解消

に向けた新たな施策の確立をはかること。 

 

２ 地球温暖化防止森林吸収源対策に係る平成28年度予算の確保をはかること。 

また、地球温暖化対策に必要不可欠な森林吸収源対策の推進をはかるため、

「地球温暖化対策のための税」の使途に森林吸収源対策を追加する等、森林

整備推進等のための安定財源の確保をはかること。 

 

３ 地球温暖化防止に係る森林吸収源対策については、森林資源の循環による

吸収量確保に向け、皆伐跡地の着実な更新及び、再造林に必要となる苗木の

安定供給体制の確立、種苗事業体の育成対策を強化すること。 

また、造林木保護のための鳥獣被害対策の強化をはかること。 

 

４ 「木材自給率 50％以上」の達成に向け、地域材を利用した公共建築物の木

造化、新たな木材利用の創出及び木質バイオマス等の利用促進をはかるとと

もに、地域材及び認証材の計画的供給・販売体制の確立をはかること。 



 

５ 地域振興・山村振興に向けて、地方創生と連動した森林等の保全の推進な

らびに山村における産業基盤及び生活環境の整備の促進をはかるとともに、

地域資源を活用した林業・木材関連産業の振興による地域林業の確立、定住

促進に向けた地域の中小企業者における受注機会の増大、所得の向上に向け

た支援、雇用の拡大・改善を行う企業に対する支援など必要な方策を講じる

こと。 

また、国の事業の発注にあたっては、事業体の育成・確保の見地に立った都

道府県を基本単位とした入札参加資格、植栽から下刈りまで一括した複数年

契約の導入など、山村地域の振興、林業における地元雇用の安定的な確保を

はかれる入札制度に見直すこと。 

 

６ 条件不利地域などの適正な整備が進まない森林については、水源林造成事

業等による公的森林整備の拡充をはかること。 

  また、国有林野事業については、公益重視の管理経営と組織・技術力等を

活用した民有林への支援を一層推進し、地域への貢献が果たせる体制の確立

をはかること。 

 

以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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